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子
こ

どもは、権利
けんり

の主体
しゅたい

であり、一人
ひとり

の人間
にんげん

としてその尊厳
そんげん

が尊重
そんちょう

され、その権利
けんり

が保障
ほしょう

されます。全て
すべて

の人
ひと

は、生まれながら
う

にして幸せ
しあわ

に生きる
い

ための権利
けんり

を持って
も

います。この権利
けんり

は、子ども
こ

であることを

理由
りゆう

に侵害
しんがい

されることがあってはなりません。 

今
いま

、いじめや虐待
ぎゃくたい

、貧困
ひんこん

など困難
こんなん

な状況
じょうきょう

にある子ども
こ

がいます。多様
たよう

な背景
はいけい

を持ち
も

、それが理解
りかい

され

ずに苦しんで
くるしんで

いる子
こ

どももいます。 

子ども
こ

にとって、子ども
こ

ならではの権利
けんり

が保障
ほしょう

されることも大切
たいせつ

です。私たち
わたし

は、だれ一人
ひとり

取
と

り残
のこ

すこと

なく、全て
すべ

の子ども
こ

が幸せ
しあわ

に生きて
い

いけるよう子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

します。私たち
わたし

は、子ども
こ

の命
いのち

と健康
けんこう

を守り
まも

、その成長
せいちょう

を応援
おうえん

します。私たち
わたし

は、子ども
こ

の声
こえ

に耳
みみ

をかたむけ、その意見
いけん

、考え
かんが

、思い
おも

を受
う

け

止
と

め、これを尊重
そんちょう

し、子ども
こ

と一緒
いっしょ

に、子ども
こ

にとって最も
もっと

善い
よ

ことを第一
だいいち

に考えます
かんが

。 

私たち
わたし

は、子ども
こ

をパートナー
ぱーとなー

として、まち全体
ぜんたい

で子ども
こ

の成長
せいちょう

を支え
ささ

、子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

する、子ども
こ

にやさしいまち中野
なかの

をつくっていきます。子ども
こ

にやさしいまちは、全て
すべ

の人
ひと

にやさしいまちです。 

子ども
こ

のみなさん、迷う
まよ

ことや困った
こま

ことがあったら、周り
まわ

の大人
おとな

に相談
そうだん

してみてください。相談
そうだん

をする

ことは、悪い
わる

ことではありません。あなたは、一人
ひとり

ではありません。私たち
わたし

大人
おとな

は、あなたの意見
いけん

、考え
かんが

、

思い
おも

を受
う

け止
と

め、あなたの立場
たちば

に寄り
よ

そい、あなたにとって最も
もっと

善い
よ

ことを一緒
いっしょ

に考えます
かんが

。あなたのこ

とを応援
おうえん

している人
ひと

がいることを忘れないで
わす

ください。 

資 料 ３ 

参考資料８ 
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日本
にほん

は、世界
せかい

の国々
くにぐに

と、子ども
こ

の権利
けんり

条約
じょうやく

を結んで
むす

います。この条約
じょうやく

では、「命
いのち

を守られ
まも

、成長
せいちょう

でき

ること」、「意見
いけん

を表明
ひょうめい

し、参加
さんか

できること」、「子ども
こ

に関する
かん

ことが行なわれる
おこな

ときは、その子ども
こ

にと

って最も
もっと

善い
よ

ことが考えられる
かんが

こと」、「差別
さべつ

をされないこと」などの子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

することを約束
やくそく

しました。私たち
わたし

は、この約束
やくそく

を守る
まも

ため、全力
ぜんりょく

をつくさなければなりません。 

ここに、子ども
こ

の権利
けんり

条約
じょうやく

の精神
せいしん

にのっとり、子ども
こ

の今
いま

と未来
みらい

のために、子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

し、

子ども
こ

にやさしいまちづくりを推進
すいしん

することを宣言
せんげん

し、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

します。 

 

第１章
だい しょう

総則
そうそく

 

（目的
もくてき

） 

第１条
だい じょう

 この条例
じょうれい

は、中野区
なかのく

（以下
いか

「区
く

」といいます。）に関わる
かか

全て
すべ

の人
ひと

が子ども
こ

の権利
けんり

の尊重
そんちょう

その

理念
りねん

を持ち
も

、それぞれの生活
せいかつ

や活動
かつどう

に生かす
い

ことにより、子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

し、もって子ども
こ

にやさし

いまちづくりを推進
すいしん

することを目的
もくてき

とします。 

（用語
ご

の意味
いみ

） 

第２条
だい じょう

 この条例
じょうれい

において「子ども
こども

」とは、区内
くない

に在住
ざいじゅう

し、在学
ざいがく

し、または在勤
ざいきん

する等
とう

、区内
くない

におい

て生活
せいかつ

し、活動
かつどう

する１８歳
  さい

未満
みまん

の人
ひと

、およびこれらの人
ひと

と等しく
ひと

権利
けんり

を認める
みと

ことが適当
てきとう

と認める
みと

人
ひと

のこ

とをいいます。 

２ この条例
じょうれい

において「保護者
ほごしゃ

」とは、子ども
こ

の親
おや

および里親
さとおや

やその他
    た

子ども
こ

の親
おや

に代わり
か

養育
よういく

する人
ひと

のことをいいます。 

３ この条例
じょうれい

において「区民
くみん

」とは、区内
くない

において、在住
ざいじゅう

し、もしくは在勤
ざいきん

している人
ひと

、事業
じぎょう

を営
いと

なん

でいる人
ひと

（以下
い か

「事
じ

業者
ぎょうしゃ

」といいます。）または在学
ざいがく

している人
ひと

および保護者
ほ ご し ゃ

のことをいいます。 

４ この条例
じょうれい

において「育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

」とは、区内
くない

の学校
がっこう

、専修
せんしゅう

学校
がっこう

または各種
かくしゅ

学校
がっこう

、児童
じどう

福祉
ふくし

施設
しせつ

その他
    ほか

子ども
こ

が育ち
そだ

、学ぶ
まな

ために利用
りよう

する施設
しせつ

のことをいいます。 

５ この条例
じょうれい

において「団体
だんたい

」とは、区内
くない

において、子ども
こ

が育ち
そだ

、学ぶ
まな

ための活動
かつどう

を行う
おこな

団体
だんたい

のこと

をいいます。 

６ この条例
じょうれい

において「子ども
こ

の権利
けんり

条約
じょうやく

」とは、児童
じどう

の権利
けんり

に関する
かん

条約
じょうやく

のことをいいます。 

（基本
きほん

理念
りねん

） 

第３条
だい  じょう

 子ども
こ

の権利
けんり

の保障
ほしょう

は、次
つぎ

に定める
さだ

考え方
かんが かた

を基本
きほん

理念
りねん

とします。 

（１） 子ども
こ

は、その命
いのち

が守られ
まも

、心身
しんしん

や尊厳
そんげん

が傷つけられる
きず

ことなく、愛情
あいじょう

と理解
りかい

をもって育
はぐ

くま
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れること。 

（２） 子ども
こ

は、その意見
いけん

、考え
かんが

、思い
おも

（以下
いか

「意見
いけん

等
とう

」といいます。）を表明
ひょうめい

することができ、自分
じぶん

に関係
かんけい

のあることについてその意見
いけん

等
とう

が尊重
そんちょう

されること。 

（３） 子ども
こ

に関係
かんけい

のあるあらゆることについて、子ども
こ

にとって最も
もっと

善い
よ

ことは何
なに

かを第一
だいいち

に考える
かんがえ

こと。 

（４） 子ども
こ

は、一人
ひとり

ひとりの個性
こせい

が尊重
そんちょう

され、だれ一人
ひとり

取り残される
と   のこ

ことなくその権利
けんり

が保障
ほしょう

され

ること。 

（区
く

の役割
やくわり

） 

第４条
だい じょう

 区
く

は、あらゆる取組
とりくみ

を行う
おこな

ことにより子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

し、子ども
こ

にやさしいまちづくりを

推進
すいしん

するものとします。 

２ 区
く

は、子ども
こ

の権利
けんり

の保障
ほしょう

について、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

と協力
きょうりょく

するとともに、その活動
かつどう

を支援
しえん

するものとします。 

３ 区
く

は、子ども
こ

の権利
けんり

の保障
ほしょう

について、国
くに

、東京都
とうきょうと

、他
ほか

の区
く

市町村
しちょうそん

等
とう

に必要
ひつよう

な協力
きょうりょく

を求める
もとめる

ことに

より、子ども
こ

の権利
けんり

が広く
ひろ

保障
ほしょう

されるよう働きかけ
はたら

を行
おこな

うものとします。 

４ 区
く

は、この条例
じょうれい

による子ども
こ

の権利
けんり

の尊重
そんちょう

の理念が広まり
ひろ

、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

が

子ども
こ

の権利
けんり

についての理解
りかい

を深める
ふか

ことができるよう、その考え方
かんが かた

を広めて
ひろ

いくものとします。 

（区民
くみん

の役割
やくわり

） 

第５条
だい  じょう

 区民
くみん

は、子ども
こ

の権利
けんり

についての理解
りかい

を深め
ふか

、これを保障
ほしょう

するよう努める
つと

ものとします。 

２ 区民
くみん

は、地域
ちいき

社会
しゃかい

における子ども
こ

の権利
けんり

の保障
ほしょう

の重要性
じゅうようせい

を理解
りかい

し、子ども
こ

がすこやかに育ち
そだ

、安心
あんしん

して過ごす
す

ことができるよう、地域
ちいき

社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で子ども
こ

を見守り
み まも

、支援
しえん

するよう努める
つと

ものとします。 

３ 区民
くみん

は、区
く

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

と協力
きょうりょく

して、子ども
こ

の権利
けんり

についてその考え方
かんが かた

を広めて
ひろ

いく

ことに努める
つと

ものとします。 

（育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

の役割
やくわり

） 

第６条
だい じょう

 育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、その活動
かつどう

において子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

するよう努める
つと

ものとしま

す。 

２ 育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

するため、区
く

および区民
くみん

と協力
きょうりょく

するよう努める
つと

も

のとします。 

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

） 
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第７条
だい  じょう

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、その従業員
じゅうぎょういん

が子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

することができる環境
かんきょう

を整える
ととの

よう努める
つと

ものとします。 

２ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、その事業
じぎょう

が子ども
こ

の権利
けんり

の侵害
しんがい

につながることのないよう適切
てきせつ

な気配り
きくば

を行う
おこな

よう

努める
つと

ものとします。 

３ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、区
く

、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

と協 力
きょうりょく

して、その事業
じぎょう

として子ども
こ ど も

の権利
けんり

を保障
ほしょう

するための活動
かつどう

をし、これを推進
すいしん

するよう努める
つと

ものとします。 

（中野区
なかのく

子ども
こ

の権利
けんり

の日
ひ

） 

第８条
だい じょう

 子ども
こ

の権利
けんり

についての区民
くみん

の理解
りかい

と関心
かんしん

を深める
ふか

ため、中野区
なかのく

子ども
こ

の権利
けんり

の日
ひ

（以下「子ども
こ

の権利
けんり

の日
ひ

」といいます。）を設けます
もう

。 

２ 子ども
こ

の権利
けんり

の日
ひ

は、１１月
    がつ

２０日
 はつか

（国際
こくさい

連合
れんごう

総会
そうかい

において子ども
こ

の権利
けんり

条約
じょうやく

が採択
さいたく

された日
ひ

）と

します。 

３ 区
く

は、子ども
こ

の権利
けんり

の日
ひ

の目的
もくてき

にふさわしい事業
じぎょう

を広く
ひろ

区民
くみん

等
とう

の参加
さんか

を求めて
もと

行う
おこな

ものとします。 

 

第２章
だい しょう

子ども
こ

の権利
けんり

の保障 

（あらゆる場面
ばめん

における権利
けんり

の保障
ほしょう

） 

第９条
だい じょう

 子ども
こ

は、家庭
かてい

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

の活動
かつどう

、地域
ちいき

社会
しゃかい

等
とう

、あらゆる場面
ばめん

において、特
とく

に次
つぎ

に定める
さだ

権利
けんり

が保障
ほしょう

されます。 

（１） 身体的
しんたいてき

または精神的
せいしんてき

な暴力
ぼうりょく

を受けない
う

こと。 

（２） 健康的
けんこうてき

な生活
せいかつ

をし、必要
ひつよう

な医療
いりょう

、行政
ぎょうせい

サービス等
とう

を受けられる
う

こと。 

（３） 家庭的
かていてき

な環境
かんきょう

のもとで育
そだ

つこと。 

（４） 自分
じぶん

の意見
いけん

等
とう

を表明
ひょうめい

し、それが尊重
そんちょう

されること。 

（５） 学び
まな

、休み
やす

、および遊ぶ
あそ

こと。そのために必要
ひつよう

な環境
かんきょう

が整えられる
ととの

こと。 

（６） 権利
けんり

を持つ
も

個人
こじん

として尊重
そんちょう

され、自分
じぶん

についての情報
じょうほう

を知る
し

こと。 

（７） 失敗
しっぱい

をしてもやり直せる
    なお

こと。そのために必要
ひつよう

な環境
かんきょう

が整えられる
ととの

こと。 

（８） 子ども
こ

の発達
はったつ

に応じて
おう

そのプライバシーが尊重
そんちょう

されること。 

（９） 家庭
かてい

の環境
かんきょう

、経済的
けいざいてき

な状 況
じょうきょう

、社会的
しゃかいてき

身分
みぶん

、国籍
こくせき

、人種
じんしゅ

、民族
みんぞく

、文化
ぶんか

、障害
しょうがい

の有無
う む

、性別
せいべつ

、

性
せい

自認
じにん

、性的
せいてき

指向
しこう

等
とう

により差別
さべつ

をされないこと。 

（１０） 子ども
こ

であることを理由
りゆう

に不当
ふとう

なあつかいを受けない
う

こと。 
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２ 区
く

、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、子ども
こ

の意見
いけん

等
とう

を尊重
そんちょう

するとともに、その意見
いけん

等
とう

がどのよ

うに尊重
そんちょう

されているかを子ども
こ

に分かりやすく
わ

説明
せつめい

するよう努める
つと

ものとします。 

３ 区
く

は、子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

するため、必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行なう
おこ

ものとします。 

 

（家庭
かてい

における権利
けんり

の保障
ほしょう

） 

第１０条
だい   じょう

 保護者
ほごしゃ

は、家庭
かてい

において、子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

するため、特
とく

に次
つぎ

に定める
さだ

ことについて必要
ひつよう

な

取組
とりくみ

を行なう
おこ

よう努め
つと

るものとします。 

（１） 家庭的
かていてき

な環境
かんきょう

のもとで愛情
あいじょう

を受けて
う

育つ
そだ

こと。 

（２） 子ども
こ

の発達
はったつ

に応じて
おう

個人
こじん

の秘密
ひみつ

が守られる
まも

こと。 

２ 保護者
ほごしゃ

は、前項
ぜんこう

の取組
とりくみ

を行う
おこな

ときには、子
こ

育て
そだ

についての必要
ひつよう

な協力
きょうりょく

を求める
もとめる

こと等
とう

により、

子ども
こども

の成長
せいちょう

を支える
ささ

ことができるよう努める
つと

ものとします。 

３ 区
く

は、家庭
かてい

において、子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

するため、子ども
こ

および保護者
ほごしゃ

に対して、必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行う
おこな

ものとします。 

（育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

の活動
かつどう

における権利
けんり

の保障
ほしょう

） 

第１１条
だい   じょう

 育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、その活動
かつどう

において、子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

するため、特
とく

に次
つぎ

に

定める
さだ

ことについて必要
ひつよう

な取組を行う
おこな

よう努める
つと

ものとします。 

（１） 安全
あんぜん

で安心
あんしん

できる環境
かんきょう

のもとで、学び
まな

、成長
せいちょう

すること。 

（２） 一人
ひとり

ひとりの個性
こせい

が尊重
そんちょう

され、差別
さべつ

をされないこと。 

（３） いじめや体罰
たいばつ

を受け
う

ないこと。 

（４） その子ども
こ

の個人
こじん

に関する
かん

情報
じょうほう

について、その意思
いし

に反し
はん

、または正当
せいとう

な目的
もくてき

の範囲
はんい

をこえて

利用
りよう

され、または提供
ていきょう

されないこと。 

２ 育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、前項
ぜんこう

の取組
とりくみ

を行う
おこな

ときには、次
つぎ

に定める
さだ

ことを行う
おこな

ことにより、その

活動
かつどう

において子ども
こ

の権利
けんり

が保障
ほしょう

されるよう努める
つと

ものとします。 

（１） 子ども
こ

の権利
けんり

の保障
ほしょう

に主体的
しゅたいてき

に取り組み
と   く

、子ども
こ

の成長
せいちょう

を支える
ささ

ことができるよう必要
ひつよう

な支援
しえん

を行う
おこな

こと。 

（２） 支援
しえん

を必要
ひつよう

とする子ども
こ

を早期
そうき

に発見
はっけん

し、子ども
こ

の意見
いけん

等
とう

を尊重
そんちょう

しながら、子ども
こ

にとって最も
もっと

善い
よ

解決
かいけつ

方法
ほうほう

をとること。 
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（３） 虐待
ぎゃくたい

、貧困
ひんこん

等
とう

を早期
そうき

に発見
はっけん

し、区
く

その他
    た

関係
かんけい

機関
きかん

と協力
きょうりょく

して対応
たいおう

すること。 

３ 区
く

は、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

の活動
かつどう

において、子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

するため、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および

団体
だんたい

に対して
たい

、必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行う
おこな

ものとします。 

（地域
ちいき

社会
しゃかい

に
かい

おける権利
けんり

の保障
ほしょう

） 

第１２条
だい   じょう

 子ども
こ

と関わる
かか

活動
かつどう

をする区民
くみん

は、地域
ちいき

社会
しゃかい

において、子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

するため、特
とく

に

次
つぎ

に定める
さだ

ことについて必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行う
おこな

よう努める
つと

ものとします。 

（１） 安全
あんぜん

で安心
あんしん

できる環境
かんきょう

のもとで生活
せいかつ

すること。 

（２） 地域
ちいき

の活動
かつどう

等
とう

に参加
さんか

し、自分
じぶん

の意見
いけん

等
とう

を表明
ひょうめい

すること。 

（３） 休み
やす

、または遊ぶ
あそ

ことができ、一人
ひとり

または集団
しゅうだん

で活動
かつどう

することができる居場所
いばしょ

を利用
りよう

すること。 

２ 子ども
こ

と関わる
かか

活動
かつどう

をする区民
くみん

は、前項
ぜんこう

の取組
とりくみ

を行う
おこな

ときには、適切
てきせつ

な支援
しえん

を受ける
う

ことにより、そ

の活動
かつどう

を続けていけるよう努めるものとします。 

３ 区
く

は、地域
ちいき

社会
しゃかい

において、子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

し、前項
ぜんこう

に規定
きてい

する活動
かつどう

を続けて
つづ

いけるようにするた

め、子ども
こ

と関わる
かか

活動
かつどう

をする区民
くみん

に対して
たい

、必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行う
おこな

ものとします。 

 

第
だい

３章
  しょう

子ども
こ

にやさしいまちづくりの推進
すいしん

 

（子ども
こ

の意見
いけん

等
とう

の表明
ひょうめい

および参加
さんか

） 

第１３条
だい   じょう

 区
く

は、子ども
こ

が自分
じぶん

の意見
いけん

等
とう

を表明
ひょうめい

し、参加
さんか

する機会
きかい

を確保
かくほ

するために必要
ひつよう

な制度
せいど

を設ける
もう

よう努める
つと

ものとします。 

２ 区
く

、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、子ども
こ

の意見
いけん

等
とう

の表明
ひょうめい

と参加
さんか

をうながすため、子ども
こ

がそ

の意味
いみ

や方法
ほうほう

について学び
まな

、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を得る
え

ことができるよう努める
つと

ものとします。 

（子ども
こ

会議
かいぎ

） 

第１４条
だい   じょう

 区長
くちょう

は、子ども
こ

の意見
いけん

等
とう

を求める
もと

ための会議
かいぎ

（以下
いか

「子ども
こ

会議
かいぎ

」といいます。）を開きます
ひら

。 

２ 区長
くちょう

は、子ども
こ

に関する
かん

区
く

の計画
けいかく

その他
    た

区長
くちょう

が必要
ひつよう

と認める
みと

ことについて、子ども
こ

会議
かいぎ

に参加
さんか

する

子ども
こ

の意見
いけん

等
とう

を求める
もと

ものとします。 

３ 区長
くちょう

は、子ども
こ

会議
かいぎ

に多様
たよう

な背景
はいけい

を持
じ

もつ子ども
こ

の意見
いけん

が反映
はんえい

されるよう努める
つと

ものとします。 

４ 子ども
こ

会議
かいぎ

は、参加
さんか

する子ども
こ

の自主性
じしゅせい

と自発性
じはつせい

を尊重
そんちょう

して運営
うんえい

されるものとします。 

５ 区長
くちょう

は、子ども
こ

会議
かいぎ

への子ども
こ

の参加がうながされ、子ども
こ

会議
かいぎ

が順調
じゅんちょう

に運営
うんえい

されるよう必要
ひつよう

な
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支援
しえん

を行う
おこな

ものとします。 

６ 子ども
こ

会議
かいぎ

に参加
さんか

する子ども
こ

は、第２項
だい  こう

に規定
きてい

することや自分
じぶん

が必要
ひつよう

と認める
みと

ことについて、その

意見
いけん

等
とう

をまとめ、区長
くちょう

に提出
ていしゅつ

することができます。 

７ 前項
ぜんこう

の規定
きてい

により提出
ていしゅつ

された意見
いけん

等
とう

について、区長
くちょう

は、これを尊重
そんちょう

するよう努める
つと

ものとします。 

（虐待
ぎゃくたい

、体罰
たいばつ

等
とう

の防止） 

第１５条
だい   じょう

 区
く

、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、子ども
こ

が虐待
ぎゃくたい

、体罰
たいばつ

等
など

をうけることなく、すこやか

そだち、安心
あんしん

して暮らす
く

ことができるよう努めなければ
つと

なりません。 

２ 区
く

は、関係
かんけい

機関
きかん

と協力
きょうりょく

し、子ども
こ

に対する
たい

虐待
ぎゃくたい

、体罰
たいばつ

等
とう

の予防
よぼう

と早期
そうき

の発見
はっけん

に取り組む
と   く

ものとし

ます。 

３ 区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、子ども
こ

が虐待
ぎゃくたい

、体罰
たいばつ

等
とう

を受ける
う

ことがないよう気
き

を配る
くばる

ととも

に、虐待
ぎゃくたい

、体罰
たいばつ

等
とう

を受けた
う

と思われる
おも

子ども
こ

を発見
はっけん

したときは、すみやかに区
く

その他
     た

の関係
かんけい

機関
きかん

に知らせ
し

なければなりません。 

４ 区
く

は、虐待
ぎゃくたい

、体罰
たいばつ

等
とう

を受けた
う

子ども
こ

をすみやかにかつ適切
てきせつ

に救済
きゅうさい

するため、関係
かんけい

機関
きかん

と協力
きょうりょく

し、

必要
ひつよう

な支援
しえん

を行うものとします。 

（いじめその他
た

権利
けんり

の侵害
しんがい

の防止
ぼうし

） 

第１６条
だい   じょう

 区
く

、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、子ども
こ

がいじめその他
    た

の権利
けんり

の侵害
しんがい

を受ける
う

ことなく、

安心
あんしん

して生活
せいかつ

することができるよう努める
つと

ものとします。 

２ 区
く

、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、子ども
こ

に対する
たい

いじめその他
    た

の権利
けんり

の侵害
しんがい

の予防
よぼう

と早期
そうき

の発見
はっけん

に取り組む
と   く

ものとします。 

３ 区
く

、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、いじめその他
    た

の権利
けんり

の侵害
しんがい

を受けた
う

子ども
こ

をすみやかにかつ

適切
てきせつ

に救済
きゅうさい

するため、関係
かんけい

機関
きかん

と協力
きょうりょく

し、必要
ひつよう

な支援
しえん

を行う
おこな

ものとします。 

４ 区
く

、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、いじめその他
    た

の権利
けんり

の侵害
しんがい

に関わった
かか

子ども
こ

が再び
ふたた

いじめ

その他
    た

の権利
けんり

の侵害
しんがい

に関わる
かか

ことのないよう取り組む
と   く

ものとします。 

（貧困
ひんこん

の防止
ぼうし

） 

第１７条
だい   じょう

 区
く

は、全て
すべ

の子ども
こ

がだれ一人
ひとり

取り残される
と   のこ

ことなく、すこやかに育ち
そだ

、学ぶ
まな

ことができるよ

う、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

と協力
きょうりょく

して、子ども
こ

の貧困
ひんこん

の防止
ぼうし

に総合的
そうごうてき

に取り組む
と   く

ものとしま

す。 

（有害
ゆうがい

または危険
きけん

な環境
かんきょう

および情報
じょうほう

からの保護
ほご

） 
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第１８条
だい   じょう

 区
く

、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、子ども
こ

が家庭
かてい

や地域
ちいき

社会
しゃかい

の中
なか

で尊重
そんちょう

され、安心
あんしん

して

健康的
けんこうてき

に生きる
い

ため、違法
いほう

な薬物
やくぶつ

等
とう

の有害
ゆうがい

または危険
きけん

な環境
かんきょう

や情報
じょうほう

から子ども
こ

を守る
まも

よう取り組む
と   く

も

のとします。 

２ 区
く

は、前項
ぜんこう

に規定
きてい

する取組
とりくみ

に関し
かん

、子ども
こ

、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を提供
ていきょう

するものとします。 

（居場所づくり
いばしょづくり

） 

第１９条
だい   じょう

 区
く

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、子ども
こ

が安心
あんしん

して過ごす
す

ことができる居場所づくり
いばしょづくり

に努める
つと

ものとします。 

２ 区
く

は、前項
ぜんこう

に規定
きてい

する居場所づくり
いばしょ

のための活動
かつどう

を行
おこな

う育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

と協力
きょうりょく

し、その

支援
しえん

に努める
つと

ものとします。 

３ 区
く

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、第
だい

項
こう

に規定
きてい

する居場所づくり
いばしょ

に関し
かん

、子ども
こ

が意見
いけん

等
とう

を表明
ひょうめい

し、

参加
さんか

する機会
きかい

を設ける
もう

とともに、その意見
いけん

等
とう

を尊重
そんちょう

するよう努める
つと

ものとします。 

 

第４章
だい しょう

子ども
こ

に関する
かん

取組
とりくみ

の推進
すいしん

および検証
けんしょう

 

（子ども
こ

に関する
かん

取組
とりくみ

の推進
すいしん

） 

第２０条
だい    じょう

 区
く

は、全て
すべ

の子ども
こ

の権利
けんり

が保障
ほしょう

されるよう、子ども
こ

、区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

と

協力
きょうりょく

して、子ども
こ

に関する
かん

取組
とりくみ

を推進
すいしん

するものとし、そのための体制
たいせい

を整備
せいび

するものとします。 

２ 区
く

は、子ども
こ

に関する
かん

取組み
とりくみ

が推進
すいしん

されるよう、必要
ひつよう

な財政上
ざいせいじょう

の取組
とりくみ

を行う
おこな

よう努める
つと

ものとしま

す。 

３ 区
く

は、子ども
こ

に関する
かん

取組
とりくみ

を推進
すいしん

するため、定期的
ていきてき

に、子ども
こ

の状況
じょうきょう

等
とう

について調査
ちょうさ

を行い
おこな

、その

結果
けっか

を公表
こうひょう

するものとします。 

（子ども
こ

に関する
かん

取組
とりくみ

の推進計
すいしんけい

画
かく

の策定
さくてい

） 

第２１条
だい   じょう

 区
く

は、子ども
こ

に関する
かん

取組
とりくみ

を推進
すいしん

するための基本
きほん

となる計画
けいかく

（以下
いか

「推進
すいしん

計画
けいかく

」といいます。）

を定めます
さだ

。 

２ 区
く

は、推進
すいしん

計画
けいかく

を定める
さだ

場合
ばあい

は、子ども
こ

や区民
くみん

の意見
いけん

等
とう

を反映
はんえい

させるよう努める
つと

ものとします。 

３ 区
く

は、推進
すいしん

計画
けいかく

を定めた
さだ

場合
ばあい

は、すみやかにこれを公表
こうひょう

し、広めて
ひろ

いくものとします。 

４ 前
ぜん

２項
  こう

の規定
きてい

は、推進
すいしん

計画
けいかく

を改
あら

ためる場合
ばあい

について準用
じゅんよう

します。 

（中野区
なかのく

子ども
こ

の権利
けんり

委員会
いいんかい

の設置
せっち

） 
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第２２条
だい   じょう

 推進
すいしん

計画
けいかく

および子ども
こ

に関する
かん

取組
とりくみ

を検証
けんしょう

するため、区長
くちょう

の附属
ふぞく

機関
きかん

として、中野区
なかのく

子
こ

ども

の権利
けんり

委員会
いいんかい

（以下
いか

「権利
けんり

委員会
いいんかい

」といいます。）を置きます
お

。 

２ 権利
けんり

委員会
いいんかい

は、区長
くちょう

の求め
もと

に応じ
おう

、次
つぎ

に定める
さだ

ことについて調査
ちょうさ

や検討
けんとう

を行い
おこな

、意見
いけん

を述べます
の

。 

（１） 子ども
こ

の権利
けんり

の保障
ほしょう

の状況
じょうきょう

に関する
かん

こと。 

（２） 推進
すいしん

計画
けいかく

および子ども
こ

に関する
かん

取組
とりくみ

の検証
けんしょう

、改善
かいぜん

等
とう

の提言
ていげん

に関する
かん

こと。 

（３） その他
    ほか

区長
くちょう

が必要
ひつよう

と認める
みと

こと。 

３ 権利
けんり

委員会
いいんかい

は、前項
ぜんこう

各号
かくごう

に定める
さだ

ことに関し
かん

、必要
ひつよう

があると認める
みと

ときは、区長
くちょう

に意見
いけん

を述べる
の

こと

ができます。 

４ 権利
けんり

委員会
いいんかい

は、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

その他
    た

区長
くちょう

が必要
ひつよう

と認める
みと

人
ひと

の
る

うちから、区長
くちょう

が任命
にんめい

する委員
いいん

１０人
    にん

以内
いない

をもって組織
そしき

します。 

５ 権利
けんり

委員会
いいんかい

の委員
いいん

（以下
いか

単
たん

に「委員
いいん

」といいます。）の任期
にんき

は、２年
  ねん

とします。ただし、再任
さいにん

されるこ

とができます。 

６ 委員
いいん

が欠けた
か

ときは、補欠
ほけつ

の委員
いいん

を置く
お

ことができます。この場合
ばあい

において、補欠
ほけつ

の委員
いいん

の任期
にんき

は、

前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
きかん

とします。 

７ 委員
いいん

は、職務上
しょくむじょう

知り得た
し   え

秘密
ひみつ

をもらしてはなりません。その職
しょく

を退りぞい
し

た後
のち

も、同様
どうよう

とします。 

（権利
けんり

委員会
いいんかい

の意見
いけん

の尊重
そんちょう

） 

第２３条
だい  じょう

 区長
くちょう

は、権利
けんり

委員会
いいんかい

から前条
ぜんじょう

第２項
だい  こう

および同条
どうじょう

第３項
だい  こう

の意見
いけん

を受けた
う

ときは、これを尊重
そんちょう

し、必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行なう
おこな

よう努める
つと

ものとします。 

２ 区長
くちょう

は、権利
けんり

委員会
いいんかい

からの意見
いけん

を受けた
う

ときは、すみやかにこれを公表
こうひょう

し、広めて
ひろ

いくものとしま

す。 

 

第５章
だい しょう

子ども
こ

の権利
けんり

の相談
そうだん

および侵害
しんがい

からの救済
きゅうさい

 

（中野区
なかのく

子ども
こ

の権利
けんり

救済
きゅうさい

委員
いいん

の設置
せっち

） 

第２４条
だい   じょう

 子ども
こ

の権利
けんり

の侵害
しんがい

（以下
いか

「権利
けんり

侵害
しんがい

」といいます。）からのすみやかな救済
きゅうさい

と子ども
こ

の権利
けんり

の保障
ほしょう

をはかるため、区長
くちょう

の附属
ふぞく

機関
きかん

として、中野区
なかのく

子ども
こ

の権利
けんり

救済
きゅうさい

委員
いいん

（以下
いか

「救済
きゅうさい

委員
いいん

」といい

ます。）を置きます
おきます

。 

２ 救済
きゅうさい

委員
いいん

は、次
つぎ

に定める
さだ

ことを担当
たんとう

します。 

（１） 子ども
こ

の権利
けんり

の保障
ほしょう

についての相談
そうだん

に応じ
おう

、必要
ひつよう

な助言
じょげん

および支援
しえん

をすること。 
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（２） 子ども
こ

の権利
けんり

の保障
ほしょう

についての必要
ひつよう

な調査
ちょうさ

および調整
ちょうせい

をすること。 

（３） 権利
けんり

侵害
しんがい

からの救済
きゅうさい

のため関係者
かんけいしゃ

に要請
ようせい

をすること。 

（４） 権利
けんり

侵害
しんがい

を防ぎ
ふせ

、または子ども
こ

の権利
けんり

を保障
ほしょう

するための意見
いけん

を表明
ひょうめい

すること。 

（５） 第３号
だい  ごう

の要請
ようせい

および前号
ぜんごう

の意見
いけん

の内容
ないよう

を公表
こうひょう

すること。 

（６） 権利
けんり

侵害
しんがい

からの救済
きゅうさい

と子ども
こ

の権利
けんり

の保障
ほしょう

についての理解
りかい

を広めて
ひろ

いくことおよび関係者
かんけいしゃ

との

協力
きょうりょく

の推進
すいしん

に関する
かん

こと。 

３ 救済
きゅうさい

委員
いいん

は、５人
  にん

以内
いない

とし、人格
じんかく

が高潔
こうけつ

で、社会的
しゃかいてき

信望
しんぼう

が厚く
あつ

、子ども
こ

の人権
じんけん

問題
もんだい

に関し
かん

すぐれた

識見
しきけん

を備えて
そな

いる人
ひと

のうちから、区長
くちょう

が任命
にんめい

します。 

４ 救済
きゅうさい

委員
いいん

の任期
にんき

は、２年
  ねん

とします。ただし、再任
さいにん

されることができます。 

５ 区長
くちょう

は、救済
きゅうさい

委員
いいん

が心身
しんしん

の故障
こしょう

のために職務
しょくむ

を行う
おこな

ことができないと認める
みと

場合
ばあい

、第
だい

３項
こう

に規定
きてい

す

る任命
にんめい

の要件
ようけん

を満たさなく
み

なった場合
ばあい

または救済
きゅうさい

委員
いいん

に職務上
しょくむじょう

の義務
ぎ む

違反
いはん

その他
  た

救済
きゅうさい

委員
いいん

としてふ

さわしくない行い
おこな

があると認める
みと

場合
ばあい

には、その救済
きゅうさい

委員
いいん

の職
しょく

を解く
と

ことができます。 

６ 救済
きゅうさい

委員
いいん

は、職務上
しょくむじょう

知り得えた
し   え

秘密
ひみつ

をもらしてはなりません。その職を退りぞい
し

た後
あと

も、同様
どうよう

とし

ます。 

（救済
きゅうさい

委員
いいん

の職務
しょくむ

の執行
しっこう

） 

第２５条
だい   じょう

 救済
きゅうさい

委員
いいん

は、職務
しょくむ

を行う
おこな

ときには、子ども
こ

の意見
いけん

等
とう

を聞き
き

、その意見
いけん

等
とう

を尊重るとともに、

その子ども
こ

にとって最も
もっと

善い
よ

と考えられる
かんが

ことを行う
おこな

ものとします。 

２ 救済
きゅうさい

委員
いいん

は、公正
こうせい

かつ公平
こうへい

にその職務
しょくむ

を行わなければ
おこな

なりません。 

３ 救済
きゅうさい

委員
いいん

は、それぞれ独立
どくりつ

してその職務
しょくむ

を行
おこな

います。 

４ 救済
きゅうさい

委員
いいん

は、自分
じぶん

に利害
りがい

関係
かんけい

のある事案
じあん

については、その職務
しょくむ

を行う
おこな

ことができません。 

５ 救済
きゅうさい

委員
いいん

は、毎年度
まいねんど

、その職務
しょくむ

の実施
じっし

状況
じょうきょう

について区長
くちょう

に報告
ほうこく

しなければなりません。 

６ 区
く

、救済
きゅうさい

委員
いいん

の独立性
どくりつせい

と公正
こうせい

かつ公平
こうへい

な職務
しょくむ

の執行
しっこう

を確保
かくほ

するために必要
ひつよう

な協 力
きょうりょく

および支援
しえん

を

行う
おこな

とともに、専門
せんもん

の職員
しょくいん

および窓口
まどぐち

の設置
せっち

等
とう

、体制
たいせい

の整備
せいび

をはかるものとします。 

７ 区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、子ども
こ

が救済
きゅうさい

委員
いいん

に相談
そうだん

等
とう

をしやすい環境
かんきょう

を整える
ととの

よう努める
つと

とともに、救済
きゅうさい

委員
いいん

の職務
しょくむ

の執行
しっこう

に協力
きょうりょく

するよう努める
つと

ものとします。 

（救済
きゅうさい

委員
いいん

への相談
そうだん

等
とう

） 

第２６条
だい   じょう

 子ども
こ

（その子ども
こ

に関係
かんけい

のある人
ひと

をふくみます。）は、救済
きゅうさい

委員
いいん

に子ども
こ

の権利
けんり

の保障
ほしょう

に
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ついて必要
ひつよう

な相談
そうだん

を行い
おこな

、または第２４条
だい   じょう

第２項
だい  こう

第３号
だい  ごう

の要請
ようせい

や同項
どうこう

第４号
だい  ごう

の意見
いけん

の表明
ひょうめい

を行う
おこな

こと

を求め
もと

ることができます。 

（救済
きゅうさい

委員
いいん

の要請
ようせい

および意見
いけん

の尊重
そんちょう

等
とう

） 

第２７条
だい  じょう

 区
く

の機関
きかん

は、救済
きゅうさい

委員
いいん

から第２４条
だい  じょう

第２項
だい  こう

第３号
だい  ごう

の要請
ようせい

および同項
どうこう

第４号
だい  ごう

の意見
いけん

の表明
ひょうめい

を

受けた
う

ときは、これを尊重
そんちょう

し、必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行う
おこな

よう努める
つと

ものとします。 

２ 区
く

の機関
きかん

は、前項
ぜんこう

の取組
とりくみ

を行う
おこな

ときには、その内容
ないよう

を救済
きゅうさい

委員
いいん

に報告
ほうこく

しなければなりません。ただ

し、同項
どうこう

の取組
とりくみ

を行うことができないときは、理由を付けてそのことを救済委員に報告しなければなりま

せん。 

３ 区民
くみん

、育ち学ぶ
そだ  まな

施設
しせつ

および団体
だんたい

は、救済
きゅうさい

委員
いいん

から第２４条
だい   じょう

第２項
だい  こう

第３号
だい  ごう

の要請
ようせい

および同項
どうこう

第４号
だい４ごう

の意見
いけん

の表明
ひょうめい

を受けた
うけた

ときは、これを尊重
そんちょう

し、必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行う
おこな

よう努める
つと

ものとします。 

 

 

 

第６章
だい しょう

雑則
ざっそく

 

（委任
いにん

） 

第２８条
だい  じょう

 この条例
じょうれい

の施行
しこう

に関し
かん

必要
ひつよう

なことは、規則
きそく

で定め
さだ

ます。 

附
ふ

 則
のり

 

この条例
じょうれい

は、令和
れいわ

４年
  ねん

４月
  がつ

１日
ついたち

から施行
しこう

します。 


